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 雇用関係助成金の不正受給事案の公表について 
 

 

 今般、下記の社会保険労務士において、雇用関係助成金の不正受給に関

与したことが確認されましたので公表します。 

 

 

  

  

社会保険労務士 

名称 社会保険労務士縣昌宏事務所 

所在地 東京都中央区日本橋茅場町１－９－４長寿ビル３F 

氏名 縣 昌宏 

不正受給の概要 

助成金名 雇用調整助成金 

返還を命じた

金額 

(返還状況） 

① 雇用調整助成金 3,642,645 円（全額返納済み） 

② 雇用調整助成金 2,295,728 円（全額返納済み） 

支給決定等 

取消年月日 
令和 4 年 10 月 19 日 

内容 

上記①②の事業所 2 社について、事実と異なる出勤

簿を作成し、賃金台帳についても、簡単な電話聴取

にて内容の異なる賃金台帳を作成し当該助成金の

不正受給に関与したもの。 

令和 4 年 12 月 8 日 

【照会先】 

神奈川労働局職業安定部職業対策課 

 課長            福本 秀 

 課長補佐         小島 健一郎 

 地方雇用保険監察官  岡本 憲一 

（代表電話）045-650-2801 
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